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附 則  

流 山 市 政 は 、 流 山 市 民 （ 以 下 「 市 民 」 と い う 。） の 負 託 に よ る

もの であ っ て 、その 権利 の 源は 市民 にあ る 。そ の権 能は 、選 挙 に

よ っ て 選 ば れ た 市 民 の 代 表 者 で あ る 市 長 と 選 挙 に よ っ て 選 ば れ

た 議 員 に よ っ て 構 成 さ れ る 流 山 市 議 会 （ 以 下 「 議 会 」 と い う 。）

が、 市民 福 祉の 向上 のた め 、市 民の 要望 を 把握 して 行使 す る。  

こ の 条 例 は 、主 権在 民を 基 調と する 民主 主 義の 原理 に基 づ いて

いる 。  

市 政 の 運 営 は、日本 国憲 法 に基 づく 二元 代 表制 の下 で 、市 長 と

議会 は市 民 の負 託を 更に 重 く受 け止 めて 活 動し 、市 長 は執 行機 関

とし て 、議 会は 合議 制の 議 事機 関と して 、それ ぞれ の異 な る特 性

を活 かし な がら 、競い 合い 、協 力し 合わ な けれ ばな らな い 。そ し

て、市長 と 議会 に は、緊張 関 係の 下 で、論点 及 び争 点 を明 確に し 、

流山 市に と って 最良 の意 思 を決 定す るこ と で、市民 全体 の 福祉 向

上 と 地 域 社 会 の 活 力 あ る 発 展 を 目 指 し て い く 使 命 が 課 せ ら れ て

いる 。  

新 し い 地 方 主体 の時 代を 迎 え、地方 自治 の 範囲 が拡 大し た 今日 、

住民 に最 も 身近 で基 礎 的 な 自治 体で ある 市 町村 の自 治権 を 拡充
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し、こ れを 生 活 者の 視点 に 立っ た「 地 方政 府 」に近 づけ て いく こ

とが 求め ら れて いる 。  

よ っ て 議 会 に は ､こ れ ま で 以 上 に 監 視 、 調 査 、 政 策 立 案 及 び 立

法の 機能 強 化が 求め られ て いる 。  

さ ら に 、積 極的 な情 報公 開 を率 先し て行 い 、よ り一 層市 民 に 開

かれ た議 会 を実 現し なけ れ ばな らな い 。ま た、議会 は市 民 の多 様

な意 見を 的 確に 把握 する こ とに 日々 努力 し 、常 に市 民と の 対話 を

行い 、市民 の声 を汲 み取 り なが ら、議 員間 で自 由か った つ な討 議

を重 ね 、市 民に 信頼 され る 議会 運営 に取 り 組ま なけ れば な らな い 。 

議 会 は 、こ の崇 高な 理念 と 目的 を達 成す る こと を誓 い 、こ こ に

流山 市議 会 基本 条例 を制 定 する 。  

 

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、地方 自治 の本 旨に 基 づき 、議 会 運営 にお け

る規 範的 事 項を 定め るこ と によ り 、市 民の 負 託 に的 確に こ たえ 、

市 民 福 祉 の 向 上 及 び 市 勢 の 伸 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 他 の 条 例 との 関係 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 の 規 定に 基 づき 、こ の 条例 の趣 旨に 反 し た 議会 運

営に 関す る 条例 、規 則等 を 制定 して はな ら ない 。  

 

第 ２ 章  議 会 の 運 営 原則 及 び議 員の 活動 原 則  

（ 議 会 の 運 営原 則 ）  

第 ３ 条  議 会 は 、次 に 掲げ る原 則に 基づ き 運営 を行 うも の とす る 。 

（ １ ）  公 開 性 、公 正性 、透明 性を 確保 し 、市 民に 開か れ た信 頼

され る議 会 を目 指す こと 。  

（ ２ ）  市 民 を 代 表 する 議 事機 関で ある こ とを 常に 自覚 し 、市 長

その 他の 執 行機 関（ 以 下「市 長 等」と いう 。）の 市政 運営 状

況を 監視 す るこ と。  

（ ３ ）  市 民 の 多 様 な意 見 を的 確に 把握 す るこ とに 努め 、市政 に

反映 させ る ため の議 会運 営 を目 指す こと 。  

（ ４ ）  議 員 相 互 間 の討 議 を十 分に 尽く し て、合意 形成 に 努め る
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こと 。  

（ ５ ） 流 山 市 議 会 会 議規 則（ 昭和 ４２ 年流 山 市議 会規 則第 １ 号。

以下「 会 議規 則 」とい う。）、流 山市 議会 委 員会 条例（ 昭 和４

２ 年 流 山 市 条 例 第 １ １ 号 。 以 下 「 委 員 会 条 例 」 と い う 。） 及

び議 会に お ける 先例 又は 申 し合 わせ 事項 は 、継続 して 精査 し 、

必要 があ れ ば見 直し を行 う こと 。  

（ ６ ） 分 か り や す い 言葉 、表 現を 用い た議 会 運営 に努 める こ と。 

（ 議 員 の 活 動原 則）  

第 ４ 条  議 員 は 、次 に 掲げ る原 則に 基づ き 活動 を行 うも の とす る 。 

（ １ ）議 会 が言 論の 府で あ るこ と及 び合 議 体で ある こと を 十分 認

識し 、議 員 間の 自由 な討 議 を重 んじ るこ と 。  

（ ２ ）市 民 の 多 様な 意見 を 的確 に把 握 す る こと に努 め 、市 民全 体

とし ての 福 祉向 上を 目指 す こと 。  

（ ３ ） 議 員 立 法 に よ る 積 極 的 な 条 例 提 案 を 行 う よ う 努 め る こ と 。 

（ 会 派 ）  

第 ５ 条  議 員 は 、同 一 理念 を共 有す る他 の 議員 と結 成し た 政策 集

団と して 、議 会 活動 を行 う ため の会 派を 結 成す るこ とが で きる 。 

２  会 派 は 、政 策立 案 、政 策 決 定 、政 策提 言 等 にお いて 議 論を 尽

くし 、そ の 意思 を表 明す る こと がで きる 。  

（ 代 表 者 会 議）  

第 ６ 条  代 表 者 会 議 につ い て必 要な 事項 は 、流 山市 議会 代 表者 会

議要 綱（平 成 ２ １年 流山 市 議会 告示 第 １ 号 ）で 定め るも の と す

る。  

（ 全 員 協 議 会）  

第 ７ 条  全 員 協 議 会 につ い て必 要な 事項 は 、流 山市 議会 全 員協 議

会要 綱（平 成 ２ １年 流山 市 議会 告示 第 ２ 号 ）で 定め るも の と す

る。  

（ 議 長 の 権 限と 役割 ）  

第 ８ 条  議 長 の 権 限 につ い ては 、地 方 自治 法（ 昭和 ２２ 年 法律 第

６７ 号 。以下「法 」と いう 。）に定 める とこ ろ に よ る も のと し 、

その 役割 に つい ては 、会 議 規則 で定 める も のと する 。  
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第３ 章  市 民 と 議 会 の関 係  

（ 市 民 参 加 及び 市民 との 連 携）  

第 ９ 条  議 会 は 、議 会 活動 に関 して 有す る 情報 を積 極的 に 公表 し 、

透明 性を 高 める とと もに 、説 明 責任 を十 分 に果 たす もの と する 。 

２  議 会 は 、市 民と の意 見 交換 の場 を多 様 に設 け、議 員の 政策 立

案能 力を 強 化す ると とも に 、政 策提 案の 拡 大に 努め るも の とす

る。  

（ 議 会 報 告 会）  

第 １ ０ 条  議 会 は 、市 民へ の報 告 と 市民 と の意 見交 換の 場 とし て 、

議会 報告 会 を行 うも のと す る。  

２  議 会 報 告 会 に関 する こ とは 、別 に定 め る。  

 

第 ４ 章  議 会 と 行 政 の関 係  

 （ 議 会 と 市 長 等と の関 係 ）  

第 １ １ 条  議 会 審 議 に お け る 議 員 と 市 長 等 と の 関 係 に つ い て は 、

緊張 関係 を 保持 する もの と する 。  

２  会 議 に お け る 議 員 と 法 第 １ ２ １ 条 の 規 定 に よ り 議 場 に 出 席

し た 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 説 明 員 」 と い う 。） は 、 論 点 及

び争 点を 明 確に しな けれ ば なら ない 。  

３  会 議 に お い て 、議 員は 、一 問一 答方 式 を積 極的 に活 用 し 、説

明員 は 、議 長の 許可 を得 て 、議 員の 質問 等 に対 して 反問 す る こ

とが でき る 。  

（ 適 正 な 議 会費 の確 立）  

第 １ ２ 条  議 会 は 、適 正な 議会 の活 動費 を 確立 する ため 、自ら 議

会費 の予 算 要望 書を 作成 し 、市 長に 提出 す るこ とが でき る 。  

（ 法 第 ９ ６ 条第 ２項 の議 決 事件 ）  

第 １ ３ 条  法 第 ９ ６ 条 第 ２ 項の 規定 によ り 、議 会の 議決 す べき 事

件は 、市の 基 本 構想 及び 基 本構 想に 基づ く 基本 計画 を策 定 する

こと とす る 。  

（ 市 長 に よ る政 策形 成過 程 の説 明）  

第 １ ４ 条  議 会 は 、市 長が 提 案す る重 要な 計 画 、政 策 、事 業等（ 以

下 「 政 策 等 」 と い う 。） に つ い て 、 議 会 審 議 に お け る 論 点 情 報
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を整 理し 、そ の 政策 等の 水 準を 高め るた め 、市 長に 対し 、次 の

各号 に掲 げ る事 項の 説明 を 行う よう 求め る もの とす る。  

（ １ ） 政 策 等を 必要 とす る 背景  

（ ２ ） 提 案 に至 るま での 経 緯  

（ ３ ） 市 民 参加 の実 施の 有 無及 びそ の内 容  

（ ４ ） 他 の 自治 体の 類似 す る政 策と の比 較 検討  

（ ５ ） 総 合 計画 にお ける 根 拠 又 は位 置付 け  

（ ６ ） 政 策 等の 実施 に 係 る 財源 措置  

（ ７ ） 将 来 にわ たる 政策 等 の効 果及 びコ ス ト  

（ 予 算 及 び 決算 にお ける 説 明 ）  

第 １ ５ 条  議 会 は 、予 算及 び決 算の 審議 に 当た って は 、前 条の 規

定に 準じ て 、市 長に 対し 、分か りや すい 施 策別 又は 事業 別 の 説

明を 行う よ う求 める もの と する 。  

 

第 ５ 章  自 由 討 議 の 保障 及 び拡 大  

（ 自 由 討 議 の 保 障及 び 拡 大 ）  

第 １ ６ 条  議 会 は 、言 論の 府で ある こと を 十分 に認 識し 、議員 相

互間 の自 由 討議 を重 視し た 運営 に努 める も のと する 。  

２  議 会 は 、前 項の 議員 相 互間 の自 由討 議 を重 視し 、条例 、意 見

書等 の議 案 提出 を積 極的 に 行え るよ う努 め るも のと する 。  

 

第 ６ 章  委 員 会 の 活 動  

（ 委 員 会 の 適切 な運 用）  

第 １ ７ 条  議 会 は 、市 政の 諸課 題を 適正 に 判断 し、委 員会 の専 門

性と 特性 を 活か した 適切 な 運営 に努 めな け れば なら ない 。  

２  議 会 は 、常 任委 員会 、特 別 委員 会等 の 運営 に当 たり 、参 考 人

制度 及び 公 聴会 制度 を十 分 に活 用す るも の とす る。  

３  委 員 会 審 査 に当 たっ て は、資料 等を 積 極的 に公 開し 、市民 に

分か りや す い議 論を 行う よ う努 めな けれ ば なら ない 。  

４  委 員 会 は 、委員 会条 例 に定 める とこ ろ によ り公 開し な けれ ば

なら ない 。  

 



- 6 - 

 

第７ 章  政 務 活 動 費  

（ 政 務 活 動 費の 執行 及び 公 開）  

第 １ ８ 条  政 務 活 動 費 は 、議員 が政 策立 案 又は 提案 を行 う ため の

調 査及 び 研 究 に 資 する た め 交 付 さ れる も の で あ る こと を 認 識 し、

流 山市 議 会 政 務 活 動費 の 交 付 に 関 する 条 例 （ 平 成 １３ 年 流 山市

条例 第１ 号 。以 下「 政務 活 動費 条例 」と い う。）に定 める と ころ

によ り適 正 に執 行し なけ れ ばな らな い。  

２  政 務 活 動 費 の収 支報 告 書 (領 収 書 等 の 証 拠書 類を 含む 。 )及 び

会 計 帳 簿 は 、積 極的 に公 表 しな けれ ばな ら ない 。  

３  議 会 は 、政 務活 動費 条 例の 改正 に当 た って は、議 会の 役割 及

び活 動状 況 を踏 まえ 、議 会 内で 十分 に検 討 する もの とす る 。  

 

第 ８ 章  議 会 及 び 議 会事 務 局の 体制 整備  

（ 議 員 研 修 の 充 実強 化 ）  

第 １ ９ 条  議 会 は 、こ の条 例の 理念 を議 員 間で 共有 する た め、一

般選 挙を 経 た 任 期開 始後 、速や かに 、この 条例 に関 する 研 修 を

行わ なけ れ ばな らな い。  

２  議 会 は 、議 員の 政策 形 成及 び立 案能 力 の向 上を 図る た め、議

員研 修の 充 実強 化 を 図る も のと する 。  

３  議 会 は 議 員 研修 の充 実 強化 に 当 たり 、広く 各分 野か ら 専門 的

知識 を取 り 入れ るよ う努 め るも のと する 。  

（ 議 会 事 務 局の 体制 整備 ）  

第 ２ ０ 条  議 会 は 、議 会の 政 策 提案 機能 、立 法 機能 、監視 機 能 及

び 調 査 機 能 を 補 助 さ せ る た め 議 会 事 務 局 の 体 制 整 備 を 行 う も

のと する 。  

２  議 長 は 、議 会事 務局 の 体制 整備 のた め 、大 学等 研究 機 関並 び

に 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る こ

とが でき る 。  

（ 議 会 図 書 室の 利用 ）  

第 ２ １ 条  議 会 は 、議 員の 政策 形成 及び 立 案能 力の 向上 を 図る た

め、 議会 図 書室 の図 書の 充 実に 努め るも の とす る。  

２  議 会 は 、議 会図 書室 が 市民 にと って 利 便性 が高 いも の とな る
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よう 努め る もの とす る。  

３  議 会 図 書 室 の 管 理 に つ い て は 、 流 山 市 議 会 図 書 室 管 理 規 程

（平 成２ ０ 年流 山市 議会 訓 令第 １号 ）に 定 める もの とす る 。  

（ 議 会 広 報 の充 実）  

第 ２ ２ 条  議 会 は 、市 議会 ホー ムペ ージ 等 の情 報通 信技 術 の発 達

を踏 まえ た 多様 な広 報手 段 を活 用し 、多く の 市 民が 議会 及 び市

政 へ の 関 心 を 高 め る た め の 体 制 整 備 並 び に 議 会 広 報 活 動 の 充

実強 化に 努 める もの とす る 。  

（ 専 門 的 知 見の 活用 ）  

第 ２ ３ 条  議 会 は 、市 の直 面す る重 要課 題 に対 応す るた め 、法 第

１０ ０条 の ２の 規定 によ り 、大 学等 研究 機 関と の連 携又 は 専門

的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の 積 極 的 な 活 用 を 図 る こ と が で

きる 。  

 

第 ９ 章  議 員 の 政 治 倫理 、 身分 及び 待遇  

（ 議 員 の 政 治倫 理）  

第 ２ ４ 条  議 員 は 、市 民の 代表 とし て名 誉 と品 位を 損な う 行為 を

慎み 、また 、そ の地 位を 利 用し て不 正の 疑 惑を 持た れる お それ

の あ る 行 為 を し な い な ど 、 議 員 と し て の 責 務 を 正 し く 認 識 し 、

議 会 の 一 員 と し て 、 そ の 使 命 の 達 成 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

２  議 員 は 、流 山市 議会 議 員政 治倫 理条 例（平 成１ ９年 流 山市 条

例 第 １ ８ 号 。 以 下 「 政 治 倫 理 条 例 」 と い う 。） を 、 遵 守 し な け

れば なら な い。  

（ 議 員 定 数 ）  

第 ２ ５ 条  議 員 定 数 は 、流 山市 議会 議員 の 定数 を定 める 条 例（ 平

成１ ４年 流 山市 条例 第２ ５ 号） で定 める も のと する 。  

２  議 会 は 、議 員定 数の 改 正に 当た って は 、参 考人 制度 及 び公 聴

会制 度を 十 分に 活用 する こ とに より 、市民 の 意 向 を 把握 し 、本

市の 実情 に あっ た定 数を 検 討す るも のと す る。  

３  議 員 が 議 員 定数 を改 正 する 議案 を提 出 する に 当 たっ て は 、改

正理 由の 説 明を 付し て 、 議 長に 提出 する も のと する 。  
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（議 員報 酬 ）  

第 ２ ６ 条  議 員 報 酬 は 、流 山市 議会 議員 の 議員 報酬 及び 費 用弁 償

等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 流 山 市 条 例 第 ６ ４ 号 ） で 定 め る 。 

２  議 会 は 、議 員報 酬の 改 正に 当た って は 、参 考人 制度 及 び公 聴

会制 度を 十 分に 活用 する こ とに より 、市民 の 意 向 を 把握 す るこ

とが でき る 。  

３  議 会 は 、前 項の 規定 に より 把握 した 結 果に つい て 、市 長に 提

出す るこ と がで きる もの と する 。  

 

第 １ ０ 章  条 例 の 検 証 及 び 見直 し手 続  

（ 条 例 の 検 証及 び見 直し 手 続）  

第 ２ ７ 条  議 会 は 、別 に期 間を 定め 、この 条例 の目 的が 達 成さ れ

てい る か ど うか を議 会運 営 委員 会に おい て 検証 し 、そ の結 果 を

市民 に積 極 的に 公表 する も のと する 。  

２  議 会 は 、前 項の 規定 に よる 検証 の結 果 、制 度の 改善 が 必要 な

場合 は 、こ の 条 例の 改正 を 含め て適 切な 措 置を 講じ るも の とす

る。  

 

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平成 ２１ 年 ４月 １日 から 施 行す る。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ２月 ２３ 日条 例 第１ 号）  

 こ の 条 例 は 、 公布 の日 か ら施 行す る。  

附  則 （ 平 成 ２ ３年 ９月 ７ 日条 例第 １８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、公 布の 日か ら 施行 する 。  

  附  則 （ 平 成 ２ ５年 ２ 月２ ７日 条例 第 ２ 号 ）  

こ の 条 例 は 、公 布の 日か ら 施行 する 。た だ し、第 １８ 条（ 見 出

し を 含 む 。） の 改 正 規 定 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 

 


